
抗菌剤は正しく使用しましょう

家畜衛生情報

抗菌剤は、使用方法、使用量、休薬期間を
守って使用しなければいけません。
出荷した生乳・肉・卵に残留基準値以上に
残留した場合に、回収・廃棄対象となります。
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薬剤耐性菌が食品を介して人に感染した場合、
人の治療に使用する抗菌剤が効かなくなる可能性
があります。
コロナ禍のなか薬剤耐性菌がまん延しないよう、
有効な抗菌剤を最小限の期間で使用しましょう。

岐阜県中央家畜保健衛生所
〒501-1112  岐阜市柳戸1-1

TEL：058－201－0530
FAX：058－201－0531

対策についてご相談がございましたら、以下までお問いあわせ下さい。




